
令和７年（２０２５年）４月２８日  

熊本県健康福祉部健康危機管理課  

 

ノロウイルスによる食中毒の発生について 

本日、八代保健所から食中毒の発生について報告がありましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

１ 概 要 

○ ４月２３日（水）に、八代保健所管内の以下の「６ 原因施設」から「４月２１日（月）か

ら施設入所者等の複数人が下痢、嘔吐等の体調不良を起こしている。」と、八代保健所に連絡

があった。 

○ 施設を管轄する八代保健所の調査の結果、４月２１日（月）に、以下の「６ 原因施設」が

調理した昼食を喫食した５８人のうち２３人が、４月２１日（月）から２４日（木）にかけて

下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈していることが判明した。 

○ 八代保健所は、「有症者の共通食の状況」、「有症者（施設利用者、調理従事者を含む職員）

便からノロウイルスＧⅡが検出されたこと」、「有症者の症状がノロウイルスによる症状と一

致すること」等から、食事を提供した以下の「６ 原因施設」を原因とする食中毒と断定し、

本日、集団給食施設の事業停止処分を行った。 

○ なお、いずれの患者も症状は快復に向かっている。 

 

２ 発生年月日  令和７年（２０２５年）４月２１日（月） ※初発 

３ 喫食者数   ５８人（入所者２８人、ショートステイ８人、通所者１５人、職員７人） 

４ 有症者数   ２３人（入所者１３人、ショートステイ１人、通所者 ６人、職員３人） 

         ※うち医療機関受診者５人、入院者はいない。 

患者年齢 60代 70代 80代 90代 100代 合計 

男 １ ０ １ ３ ０ ５ 

女 ２ ０ ６ ９ １ １８ 

合計 ３ ０ ７ １２ １ ２３ 

５ 主な症状   下痢、嘔吐、発熱等 

６ 原因施設   事業施設名称：特別養護老人ホームひかわの里（集団給食施設） 

事業施設住所：熊本県八代市東陽町南７５２－１ 

事業者氏名 ：社会福祉法人東泉会（とうせんかい） 

７ 原因食品   ４月２１日(月)に、原因施設で調理された昼食 

８ 病因物質   ノロウイルスＧⅡ（有症者便から検出） 

９ 検査状況   検便（有症者）     ８検体中８検体 ノロウイルスＧⅡ検出 

            （入所者４検体、通所者２検体、職員２検体） 

調理施設の拭き取り   １０検体     ノロウイルス不検出 

検食（原材料・調理品）  ８検体     ノロウイルス不検出 

10 事業停止期間 令和７年（２０２５年）４月２８日（月）～４月２９日（火）の２日間 

 

報道資料 



11 今年（令和７年（２０２５年）１月以降）の食中毒発生状況（４月２７日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 件 数 患者数 昨年４月２７日時点 

県所管分（熊本市を除く） ３件 ５１人 ２件 ４０人 

熊本市所管分 ２件 ２０人 ３件 １４人 

  合 計 ５件  ７１人 ５件 ５４人 

【問合せ先】 

 健康危機管理課 食品乳肉衛生班 

  担当：奥田 

  直通：096-333-2247 内線：33169 

      

ノロウイルスによる食中毒対策は、冬季だけでなく１年を通じて行う必要があります。十分な
手洗い・消毒を行うとともに、従業員の毎日の体調管理や定期的な検便を実施してください。 
 

食中毒予防の三原則  
１【つけない】・・・新鮮な原材料を使い、人も食品も常に清潔に 

 ２【増やさない】・・調理した食品は早く食べ、常温で放置しない 
 ３【やっつける】・・加熱する食品は中心まで十分加熱し、保存は５℃以下にする 

 
ノロウイルスのように、感染力が非常に強く少ない量で食中毒を引き起こす微生物については、
食中毒予防の３原則の中でも、特に「つけない！」「やっつける！」の２つの原則を徹底するこ
とが重要です。 
 
 


